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１．事業概要  

(１)事業の現況  

①施設  

 ａ）公共下水道事業  ｂ）農業集落排水事業  

供用開始年度  昭和 55(1980)年度  

(特環は平成 4(1992)年度 ) 

平成 16(2004)年度  

供用開始後年数  40 年  

(特環は 28 年 ) 

16 年  

法適（全部適用・一

部適用 ）／非適の

区分  

令和 2(2020)年度から地方

公営企業法の全部を適用  

令和 2(2020)年度から地方

公営企業法の全部を適用  

処理区域内人口密

度  

2,802 人／ｋ㎡ 1,550 人／ｋ㎡ 

流域下水道等への 

接続の有無  

有  無  

処理区数  3 処理区（黒磯、塩原、流域

関連） 

1 処理区（東部地区） 

処理場数  ①黒磯水処理センター 

②塩原水処理センター 

①東部地区浄化センター

（※南赤田地区浄化センタ

ーは令和元 (2019)年度から

稼働停止） 

広域化、共同化、 

最適化の実施状況
＊１ 

広域化：未実施。 

 

広域化：未実施。 

 

共同化：栃木県で汚泥資源

化を行っている。 

共同化：未実施。 

 

最適化：農業集落排水事業の南赤田地区を公共下水道

（特環）に統合。 

 ＊１…「広域化」とは、一部事務組合による事業実施等の他の自治体との事業統合、流域

下水道への接続を指す。 

     「共同化」とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設（定住自立圏構想や

連携中枢都市圏に基づくものを含む）、広域化・共同化を推進するための計画

に基づき実施する施設の整備（総務副大臣通知）、事務の一部を共同して管

理・執行する場合（料金徴収等の事務の一部を一部事務組合によって実施す

る場合等）を指す。 

     「最適化」とは、①他の事業との統廃合、②公共下水・集排、浄化槽等の各種処理

施設の中から、地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること（処理区

の統廃合を含む。）、③施設の統廃合（処理区の統廃合を伴わない。）を指す。  
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②使用料  

一般家庭用使用

料体系の概要 ・

考え方  

 

種  

別  

基本使用料  従量使用料 (1 ㎥につき) 

金  額  汚  水  量  金  額  

一

般

用  

2,200 円  

20 ㎥ まで   35 円  

20 ㎥ を超え 40 ㎥ まで 105 円  

40 ㎥ を超え 60 ㎥ まで 113 円  

60 ㎥ を超え 100 ㎥ まで 121 円  

100 ㎥ を超え 200 ㎥ まで 127 円  

200 ㎥ を超えるもの 133 円  

湯

屋

用  

600 ㎥まで 

30,000 円  
600 ㎥ を超えるもの 50 円  

平成 30(2018)年 10 月分から、「下水道使用料算定の基

本的考え方 (2016 年版 )」をもとに、市内に 3 体系あった下水

道使用料体系の統一を行った。 

下水道審議会答申等を踏まえ、基本使用料と従量使用料

の二部使用料制、及び 6 段階の累進使用料制を採用。新旧

使用料を比較して増額になる場合については、6 年間（令和 6

（2024）年度まで）の段階的激変緩和措置を行っている。  

業務用使用料体

系の概 要 ・考 え

方  

公衆衛生の向上の観点より、湯屋用の体系を設定。  

基本使用料に多量の基本水量を設定し、それを超える分の

水量について、比較的低廉な単一の従量使用料を設定した。  

その他の使用料

体系の概要 ・考

え方  

農業集落排水施設使用料も、下水道使用料と同一の体系

とした。 

条例上の使用料

*2 

(20 ㎥あたり) 

※過去 3 年度分

を記載  

平成 29 年度  

公共：2,532 円  

特環：2,376 円  

農集：2,376 円  

平成 30 年度  公共・特環・農集：2,700 円  

令和元年度  公共・特環・農集：2,750 円  

実質的な使用料

*3 

(20 ㎥あたり) 

※過去 3 年度分

を記載  

平成 29 年度  

公共：2,721 円  

特環：2,835 円  

農集：2,554 円  

平成 30 年度  

公共：2,737 円  

特環：2,801 円  

農集：2,592 円  

令和元年度  

公共：2,790 円  

特環：2,746 円  

農集：2,632 円  
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*2 条例上の使用料とは、一般家庭における 20 ㎥あたりの使用料をいう。 

*3 実質的な使用料とは、料金収入の合計を有収水量の合計で除した値に 20 ㎥を乗じた

もの（家庭用のみでなく業務用を含む）をいう。  

 

③組織  

職員数  

及び 

事業運営組織  

令和 2(2020)年度の那須塩原市の下水道事業は、上下水道

部にて運営している。その組織構成は、下図に示すとおりであ

る。 

令和２年４月１日現在上　下　水　道　部　長

経営企画係 料金経理係 給排水係

管理課　（９）

係長（１）
課長補佐兼

係長
係長（０）係長（１） 係長（０） 係長（１）

課　　長（０）
課長補佐（０）

整備課　（９）

課　　長（１）
課長補佐（１）

管路維持係 管路整備係 下水道施設係

係（０） 係（４） 係（２）

黒磯事業所

塩原事業所

係（２） 係（２） 係（３）

 

※( )内は下水道事業職員数  

※下水道事業職員１８名は、公共下水道事業職員１７名（うち

一般会計事務（浄化槽事業）担当職員２名）、農業集落排水

事業職員１名で構成されている。  

 

 

(２)民間活力の活用等  

民間活用の状況  ア 民間委託  

（包括的民間委

託を含む） 

ａ）公共下水道事業  

水処理センター及びポンプ場の維持管

理を民間委託することで、常駐職員が不要

となり、人的負担が軽減された。また、小規

模修繕事務や施設の光熱費・薬品購入等

に係る事務を包括的民間委託契約に含め

ることで、突発的な修繕が多数発生する場

合でも費用負担が平準化されるとともに、職

員の事務負担が軽減された。 

ｂ）農業集落排水事業  

現時点 では導 入 していないが、令 和

3(2021)年度から公共下水道と合わせて包

括的民間委託する予定。 
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イ  指定管理者

制度  

ａ）公共下水道事業  

ｂ）農業集落排水事業  

那須塩原市下水道事業では活用してい

ない。 

ウ ＰＰＰ・ＰＦＩ ａ）公共下水道事業  

ｂ）農業集落排水事業  

那須塩原市下水道事業では活用してい

ない。先進的自治体等を参考にメリット・デメ

リットを含め検討していく。 

資産活用の状況  ア エネルギー利

用  

（ 下 水 汚 泥 ・ 発

電等）*4 

ａ）公共下水道事業  

下水汚泥を栃木県流域下水汚泥処理事

業によりスラグ化又はセメント原料とし、下水

道工事の埋戻し土等に有効活用している。 

また、黒磯水処理センターでは消化ガス（バ

イオガス）の一部を加温用として利用してい

る。 

ｂ）農業集落排水事業  

 特になし。 

イ 土地・施設等

利用  

（ 未 利 用 土 地 ・

施設の活用等 ）

*5 

ａ）公共下水道事業  

ｂ）農業集落排水事業  

特になし。 

*4 「エネルギー利用」とは、下水汚泥等、下水道事業の実施に伴い生じる資源 (資産を含

む)を用いた収入増につながる取組を指す。  

*5 「土地・施設等利用」とは、土地･建物等、下水道事業の実施に不可欠な資産を用いた、

収入増につながる取組を指す（単純な売却は除く）。  

 

 

(３)経営比較分析表を活用した現状分析  

 「第２期那須塩原市下水道中期ビジョン」第２章  P2-21～P2-28 に直近の経営

比較分析表（「公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について（公

営企業三課室長通知）」による経営比較分析表）を添付。 
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２．将来の事業環境  

(１)処理区域内人口の予測  

ａ）公共下水道事業  

ｂ）農業集落排水事業  

 新たな整備事業はないため、横ばいで推移していくと予測される 

 

 

（２）有収水量の予測  

ａ）公共下水道事業  

 有収水量については、処理人口増加に伴い若干ではあるが増加傾向にあり、下

水道区域内整備を行っている当面の間は増加傾向にあると予測される。 

ｂ）農業集落排水事業  

 近年の実績から、計画期間中は概ね変わらず横ばいになると予測される。 

 

 

（３）使用料収入の見通し 

ａ）公共下水道事業  

 人口は減少傾向ではあるが、使用料改定と新規整備による処理区域内人口の増

加により僅かながら増加傾向になると予測される。 

ｂ）農業集落排水事業  

 有収水量が概ね横ばいと予測されることから、使用料収入についても概ね横ばい

であると予測される。 

 

那須塩原市の下水道事業は、令和元 (2019)年度末で下水道普及率 55.8％と

全国平均（79.7％）・栃木県平均（67.9％）と比較して低い数値ではある。しかし、人

口の集中している市街地の整備は進んでいること、また、使用者の節水意識の向上

や、人口減少等により大幅な使用料収入の増加は見込めない状況にある。  

 平成 30(2018)年に下水道使用料の見直しを行い、令和 6（2024）年に掛けて現

在改定中だが、本市の使用料単価は全国平均より低い単価設定となっている。汚

水処理原価が抑えられている一方で、使用料単価が低いため経費回収率が低く、

不足分を一般会計繰入金で賄っているため、今後も定期的な見直しによる使用料

の適正化が必要である。 

 

（４）施設の見通し 

ａ）公共下水道事業  

１）下水道管渠  

 令和元（2019）年度末時点で約 484 ㎞の下水道管渠が埋設されており、そのう

ち 60 ㎞以上の管渠が布設から 30 年を経過している。今後は年間約 15 ㎞のペ

ースで老朽管渠が増加していく見通しである。 

 那須塩原市の行政人口は減少傾向にあるが、処理区域内人口については、下水

道の整備に伴い増加するため、増加傾向にあると予測される。 
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２）水処理センター 

 水処理センターは供用開始より、黒磯は 40 年、塩原は 35 年が経過している。

そのため、施設内の設備や機器等の改築更新に係る事業費の増加が見込まれ

る。 

ｂ）農業集落排水事業  

 １）下水道管渠  

  東部地区は平成 10(1998)年から布設工事が行っており、令和元（2019）年度末

時点で約 17.7 ㎞の汚水管渠が埋設されている。よって、現時点では経過年度も

あまりたっていないため老朽管渠の心配は少ないと見込んでいる。 

２）浄化センター 

  現在、東部地区浄化センターは供用より 16 年が経過している。今後は維持管

理費の削減及び事業の効率化を図るため、公共下水道事業への編入について

検討を進めていく。 

 

（５）組織の見通し 

ａ）公共下水道事業、ｂ）農業集落排水事業  

 那須塩原市では、令和 2(2020)年 4 月 1 日からの下水道事業の地方公営企業

法適用に伴い、同じく公営企業会計を適用している水道事業（上下水道部水道

課）を含めて組織改編を行った。 

 組織改編により、公営企業会計適用事業である水道事業と同一の組織で運営す

ることで、下水道事業の法適化により増加する企業会計の諸事務や、窓口業務な

どの共通する業務の一元化による効率化を図り、事務費の増加を抑制していく。 

 

 

３．経営の基本方針  

 「第２期那須塩原市下水道中期ビジョン」第３章  P3-1～P3-6 に記載。 

 

 

４．投資・財政計画（収支計画）  

（１）投資・財政計画（収支計画）  

別途資料末に添付。 

 

（２）投資・財政計画（収支計画）策定に当たっての説明  

①収支計画のうち投資についての説明  

ａ）公共下水道  

目標  

（ア）ストックマネジメント計画の実施による老朽化対策  

（イ）下水道事業計画区域内整備及び全体計画における効率的な整備

手法の見直し 

（ウ）浸水対策の推進  
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（ア）処理場ストックマネジメント計画第 1 期（令和 3(2021)年度～7(2025)年度）・ス

トックマネジメント計画第 2 期（令和 8(2026)年度～12(2030)年度） 

ⅰ）黒磯水処理センター 

  ・新管理棟関連  ・新機械棟関連  ・旧管理棟関連  

 →令和 3(2021)年度～12(2030)年度までの計画事業費：約 35.0 億円  

ⅱ）塩原水処理センター 

 →令和 3(2021)年度～12(2030)年度までの計画事業費：約 9.6 億円  

（イ）下水道事業計画区域内整備  

 →令和 3(2021)年度～12(2030)年度までの計画事業費：約 46.7 億円  

（約 4.7 億円/年） 

国の下水道整備概成の方針を踏まえ、令和 9(2027)年以降については新

規整備費用を減額している。 

（ウ）浸水対策  

 →令和 3(2021)年度～12(2030)年度までの計画事業費：約 3.7 億円  

ｂ）農業集落排水事業  

目標  公共下水道への編入の検討  

整備が完了していることから、設備更新費用を計上している。 

令和 17(2035)年度までに東部地区の公共下水道への編入を検討する。  

 

②収支計画のうち財源についての説明  

ａ）公共下水道、ｂ）農業集落排水事業  

目標  

（ア）下水道事業計画区域内の整備の促進及び下水道整備区域外の

浄化槽の普及促進  

（イ）将来の人口減を見据えた、適正な下水道使用料と一般会計繰入

金の削減  

（ウ）農業集落排水の公共下水道への編入の検討  

（ア）投資財源  

ⅰ）下水道使用料  

平成 30(2018)年 8 月より改定された使用料体系は、地区毎の負担額の差の解

消、基準外繰入金の解消を目標に設定されている。  

ⅱ）一般会計繰入金  

一般会計繰入金は、繰出基準に基づく資本費負担分や使用料収入で賄えな

い汚水処理費への充填等に充てるため、令和元 (2019)年度には、公共下水道

事業で約 12.4 億円、農業集落排水事業で約 0.8 億円が繰り入れられている。 

ⅲ）財源  

建設財源となる国庫補助金や企業債においては、建設改良費の内容に応じ

て、現行の国の制度により算定される額を計上している。  

国庫補助金：約 42.3 億円  企業債：約 65.1 億円  

農業集落排水事業については建設財源となる国庫補助金はなし。施設更新の

建設改良費について企業債を充てている。 

（イ）財源確保の取り組み  
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ⅰ）水洗化便所改造資金融資あっせん及び利子補給、生活扶助世帯水洗化  

トイレ設置費補助  

ⅱ）広報・イベント・訪問等による水洗化促進や水質保全ＰＲによる水洗化率の向

上  

ⅲ）企業会計移行による経営の効率化  

 

③収支計画のうち投資以外の経費についての説明  

ａ）公共下水道  

（ア）投資以外の経費  

ⅰ）維持管理費  

過去の実績より、7.3 億前後を推移する見通しである。  

令和 3(2021)年度～12(2030)年度までの計画維持管理費：約 72.7 億円  

ⅱ）公債費  

公債費は今後減少する見通しであり、令和 12(2030)年度には約 6.4 億円となる

見通しである。 

令和 3(2021)年度～12(2030)年度までの計画企業債償還金：約 90.9 億円  

ｂ）農業集落排水事業  

（ア）投資以外の経費  

ⅰ）維持管理費  

過去の実績などから、0.4 億円前後を推移する見通しである。  

令和 3(2021)年度～12(2030)年度までの計画維持管理費：約 3.8 億円  

ⅱ）公債費  

公債費は今後減少する見通しであり、令和 12(2030)年度には約 0.3 億円となる

見通しである。 

令和 3(2021)年度～12(2030)年度年までの計画企業債償還金：約 5.7 億円  

 

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取組や今後検討予定の取組の概要  

 ①今後の投資についての考え方・検討状況  

ａ）公共下水道  

広域化・共同化・最適化に関

する事項  

令和 4(2022)年までに栃木県において広域化・

共同化計画さが策定される予定であるため、県と

連携を取りながら検討を進めていく。  

投資の平準化に関する事項  令和 3(2021)年度より運用を開始するストックマネ

ジメント計画に基づき中期的な改築計画を策定

し、事業の平準化を検討していく。  

民間活力の活用に関する事項  

（PPP/PFI など） 

民間活力を積極的に活用した維持管理費の削

減について検討を行い、計画的な運営に努め

る。 

その他の取組  ・災害時のためのマンホールトイレの設置につい

て検討していく。 
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・新たな技術の導入による効率化について随時

検討していく。 

ｂ）農業集落排水事業  

広域化・共同化・最適化に関

する事項  

東部地区の公共下水道編入の検討にあたって、

使用可能な国庫補助及び企業債の調査を行う。 

投資の平準化に関する事項  特になし。 

民間活力の活用に関する事項

（PPP/PFI など） 

公共下水道事業と合わせて維持管理の包括的

民間委託を行うことで、経費削減を図る。  

その他の取組  必要に応じ検討する。 

 

②今後の財源についての考え方・検討状況  

ａ）公共下水道  

ｂ）農業集落排水事業  

使用料の見直しに関する事項  現在の使用料改定における激変緩和措置が終

了後、改めて適正な使用料について検討する。 

資産活用による収入増加の取

組について 

国や他自治体等の動向を踏まえ、検討を視野に

入れる。 

その他の取組  必要に応じ検討する。 

 

 ③投資以外の経費についての考え方・検討状況  

ａ）公共下水道、ｂ）農業集落排水事業  

民間活力の活用に関する事項  

（包括的民間委託等の民間委

託 、 指 定 管 理 者 制 度 、

PPP/PFI など） 

収納業務以外の排水設備に関する業務等への

積極的な民間委託導入の検討。  

職員給与費に関する事項  組織形態や職員数と業務量との整合性を図り、

給与の適正化に取り組む。 

動力費に関する事項  設備機器の更新においては、省エネ型機器の導

入等を行い、コスト削減に配慮する。 

薬品費に関する事項  一括購入することでコストの削減を図る。  

修繕費に関する事項  令和 3(2021)年度より運用を開始するストックマネ

ジメント計画に基づき、ライフサイクルコストの削減

を踏まえた検討を行う。 

委託費に関する事項  ［公共］令和 3(2021)年度より運用を開始するスト

ックマネジメント計画に基づき、維持管理コストの

削減を図りながら、より効率的な民間委託を今後

の検討課題とする。 

［農集］令和 3(2021)年度より維持管理委託を公

共下水道事業と合わせて委託することで効率化

を図る。 
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その他の取組  農業集落排水東部地区の公共下水道編入の検

討。 

 

 

５．経営戦略の事後検証、改定等に関する事項  

ａ）公共下水道  

ｂ）農業集落排水事業  

経営戦略の事後検証、改定等

に関する事項  

ＰＤＣＡサイクルによる、定期的な事業評価と５

年毎の計画見直しにより、今後の下水道事業を

取り巻く環境や社会的需要の変化にも対応しな

がら、より効率的・効果的な事業実施を行う。 
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業

収
益

令
和

8
年

度
(2

0
2
6
年

度
)

特
別

損
失

修
繕

費
材

料
費

そ
の

他
減

価
償

却
費

等
営

業
外

費
用

支
払

利
息

そ
の

他
支

出
計

経
常

損
益

(C
)-

(D
)

特
別

利
益

収 益 的 収 支

収 益 的 収 入
そ

の
他

収
入

計

う
ち

未
収

金
流

動
負

債

補
助

金
他

会
計

補
助

金

そ
の

他
営

業
外

収
益

う
ち

一
時

借
入

金
う

ち
未

払
金

(F
)-

(G
)

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P
）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

投
資

・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）
（
公

共
下

水
道

事
業

）

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

特
別

損
益

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

う
ち

建
設

改
良

費
分
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（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

4
6
6
,2

0
0

5
0
5
,9

0
0

7
5
5
,4

0
0

7
6
1
,1

0
0

7
1
5
,7

0
0

6
2
3
,8

0
0

6
3
8
,2

0
0

6
7
4
,2

0
0

6
8
0
,1

0
0

6
6
4
,2

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

２
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

7
4
,6

5
6

6
9
,5

3
3

6
3
,1

0
2

6
0
,5

7
9

5
8
,2

7
3

4
9
,8

5
2

3
5
,6

3
8

2
9
,5

5
6

2
6
,2

2
0

2
2
,0

2
7

５
．

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

６
．

1
5
6
,1

0
0

2
5
9
,6

1
0

5
0
7
,1

9
5

5
2
2
,8

0
5

5
5
2
,2

5
0

3
4
3
,5

5
0

3
9
1
,6

5
0

5
0
0
,3

5
0

4
3
8
,2

5
0

5
5
7
,7

5
0

７
．

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

８
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

９
．

1
3
,9

7
7

1
3
,9

7
7

1
3
,9

7
7

1
3
,9

7
7

1
3
,9

7
7

1
3
,9

7
7

1
3
,9

7
7

1
3
,9

7
7

1
3
,9

7
7

1
3
,9

7
7

(A
)

7
1
0
,9

3
5

8
4
9
,0

2
2

1
,3

3
9
,6

7
6

1
,3

5
8
,4

6
3

1
,3

4
0
,2

0
2

1
,0

3
1
,1

8
1

1
,0

7
9
,4

6
7

1
,2

1
8
,0

8
5

1
,1

5
8
,5

4
9

1
,2

5
7
,9

5
6

(B
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(C
)

7
1
0
,9

3
5

8
4
9
,0

2
2

1
,3

3
9
,6

7
6

1
,3

5
8
,4

6
3

1
,3

4
0
,2

0
2

1
,0

3
1
,1

8
1

1
,0

7
9
,4

6
7

1
,2

1
8
,0

8
5

1
,1

5
8
,5

4
9

1
,2

5
7
,9

5
6

１
．

6
4
3
,0

1
5

8
1
4
,6

3
2

1
,3

2
8
,3

0
2

1
,3

5
1
,9

2
2

1
,3

4
3
,7

1
2

1
,0

2
7
,7

1
2

1
,0

9
3
,5

1
2

1
,2

4
5
,9

1
2

1
,1

8
6
,7

1
2

1
,2

9
5
,7

1
2

2
7
,9

0
0

2
7
,9

0
0

2
7
,9

0
0

2
7
,9

0
0

2
7
,9

0
0

2
7
,9

0
0

2
7
,9

0
0

2
7
,9

0
0

2
7
,9

0
0

2
7
,9

0
0

２
．

1
,0

1
1
,4

4
5

9
6
9
,9

1
4

9
3
0
,7

3
3

8
3
7
,3

9
0

7
6
3
,3

6
9

7
0
7
,8

2
5

6
6
2
,8

7
0

6
4
2
,6

8
5

6
1
0
,8

0
7

5
3
1
,1

4
1

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

５
．

6
0
,3

0
1

2
3
,0

0
0

2
3
,5

0
0

2
3
,5

0
0

2
3
,5

0
0

2
3
,5

0
0

2
3
,5

0
0

2
3
,5

0
0

2
3
,5

0
0

2
3
,5

0
0

(D
)

1
,7

1
4
,7

6
1

1
,8

0
7
,5

4
6

2
,2

8
2
,5

3
5

2
,2

1
2
,8

1
2

2
,1

3
0
,5

8
1

1
,7

5
9
,0

3
7

1
,7

7
9
,8

8
2

1
,9

1
2
,0

9
7

1
,8

2
1
,0

1
9

1
,8

5
0
,3

5
3

(E
)

1
,0

0
3
,8

2
6

9
5
8
,5

2
4

9
4
2
,8

5
9

8
5
4
,3

4
9

7
9
0
,3

7
9

7
2
7
,8

5
6

7
0
0
,4

1
5

6
9
4
,0

1
2

6
6
2
,4

7
0

5
9
2
,3

9
7

１
．

6
6
3
,7

6
6

6
5
0
,9

5
0

6
5
6
,8

8
0

6
5
7
,8

5
1

6
6
7
,3

9
2

6
7
1
,8

3
9

6
4
1
,4

9
7

6
3
0
,5

6
9

5
9
8
,4

5
9

5
2
8
,9

5
9

２
．

3
0
1
,8

3
2

2
6
5
,1

3
1

2
1
8
,7

1
7

1
2
8
,2

7
8

5
7
,9

8
0

0
0

0
0

0

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

3
8
,2

2
8

4
2
,4

4
3

6
7
,2

6
2

6
8
,2

2
0

6
5
,0

0
7

5
6
,0

1
7

5
8
,9

1
8

6
3
,4

4
3

6
4
,0

1
1

6
3
,4

3
8

(F
)

1
,0

0
3
,8

2
6

9
5
8
,5

2
4

9
4
2
,8

5
9

8
5
4
,3

4
9

7
9
0
,3

7
9

7
2
7
,8

5
6

7
0
0
,4

1
5

6
9
4
,0

1
2

6
6
2
,4

7
0

5
9
2
,3

9
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(G
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(H
)

1
0
,7

9
4
,4

7
2

1
0
,3

3
0
,4

5
7

1
0
,1

5
5
,1

2
5

1
0
,0

7
8
,8

3
4

1
0
,0

3
1
,1

6
5

9
,9

4
7
,1

4
0

9
,9

2
2
,4

6
9

9
,9

5
3
,9

8
5

1
0
,0

2
3
,2

7
8

1
0
,1

7
1
,3

3
7

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

8
7
2
,8

2
8

9
5
5
,2

2
7

8
4
3
,7

3
0

7
2
0
,7

1
0

6
3
0
,6

2
4

5
5
6
,4

6
2

5
1
3
,2

2
0

4
8
8
,1

0
2

4
5
7
,5

6
0

3
8
1
,4

7
6

4
1
4
,3

9
6

4
4
3
,9

0
8

3
8
9
,8

2
8

3
7
4
,7

9
4

3
6
8
,6

6
6

3
4
2
,3

0
1

3
4
6
,8

8
8

3
3
9
,3

9
1

3
4
3
,4

0
4

3
2
5
,3

0
1

4
5
8
,4

3
2

5
1
1
,3

1
9

4
5
3
,9

0
2

3
4
5
,9

1
6

2
6
1
,9

5
8

2
1
4
,1

6
1

1
6
6
,3

3
2

1
4
8
,7

1
1

1
1
4
,1

5
6

5
6
,1

7
5

7
4
,6

5
6

6
9
,5

3
3

6
3
,1

0
2

6
0
,5

7
9

5
8
,2

7
3

4
9
,8

5
2

3
5
,6

3
8

2
9
,5

5
6

2
6
,2

2
0

2
2
,0

2
7

7
4
,6

5
6

6
9
,5

3
3

6
3
,1

0
2

6
0
,5

7
9

5
8
,2

7
3

4
9
,8

5
2

3
5
,6

3
8

2
9
,5

5
6

2
6
,2

2
0

2
2
,0

2
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
4
7
,4

8
4

1
,0

2
4
,7

6
0

9
0
6
,8

3
2

7
8
1
,2

8
9

6
8
8
,8

9
7

6
0
6
,3

1
4

5
4
8
,8

5
8

5
1
7
,6

5
8

4
8
3
,7

8
0

4
0
3
,5

0
3

様
式

第
2
号

（
法

適
用

企
業

・
資

本
的

収
支

）

令
和

3
年

度
(2

0
2
1
年

度
)

令
和

4
年

度
(2

0
2
2
年

度
)

令
和

5
年

度
(2

0
2
3
年

度
)

令
和

6
年

度
(2

0
2
4
年

度
)

令
和

7
年

度
(2

0
2
5
年

度
)

令
和

8
年

度
(2

0
2
6
年

度
)

令
和

9
年

度
(2

0
2
7
年

度
)

令
和

1
0
年

度
(2

0
2
8
年

度
)

令
和

1
1
年

度
(2

0
2
9
年

度
)

令
和

1
2
年

度
(2

0
3
0
年

度
)

資 本 的 収 支

資 本 的 収 入

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

固
定

資
産

売
却

代
金

工
事

負
担

金

そ
の

他

計

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

令
和

1
0
年

度
(2

0
2
8
年

度
)

令
和

1
1
年

度
(2

0
2
9
年

度
)

令
和

1
2
年

度
(2

0
3
0
年

度
)

収
益

的
収

支
分

令
和

8
年

度
(2

0
2
6
年

度
)

令
和

9
年

度
(2

0
2
7
年

度
)

う
ち

基
準

内
繰

入
金

令
和

4
年

度
(2

0
2
2
年

度
)

令
和

5
年

度
(2

0
2
3
年

度
)

令
和

6
年

度
(2

0
2
4
年

度
)

令
和

7
年

度
(2

0
2
5
年

度
)

令
和

3
年

度
(2

0
2
1
年

度
)

投
資

・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）
（
公

共
下

水
道

事
業

）

う
ち

基
準

外
繰

入
金

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

補
塡

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

補 塡 財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計
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（
単

位
：
千

円
，

％
）

年
　

　
　

　
　

　
度

区
　

　
　

　
　

　
分

１
．

(A
)

1
2
,2

6
7

1
2
,5

4
9

1
2
,6

9
8

1
2
,8

4
7

1
2
,9

9
6

1
2
,9

9
6

1
3
,1

3
5

1
3
,1

3
5

1
3
,1

3
5

1
3
,1

3
5

(1
)

1
2
,2

4
5

1
2
,5

2
7

1
2
,6

7
6

1
2
,8

2
5

1
2
,9

7
4

1
2
,9

7
4

1
3
,1

1
3

1
3
,1

1
3

1
3
,1

1
3

1
3
,1

1
3

(2
)

(B
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(3
)

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

2
2

２
．

2
7
9
,4

0
2

1
1
7
,5

0
0

1
3
4
,3

1
3

1
2
3
,5

5
2

1
1
6
,8

5
3

1
1
4
,5

5
1

1
1
0
,1

8
4

1
0
7
,8

2
4

1
0
4
,3

1
3

8
9
,7

7
5

(1
)

2
3
,5

3
9

4
4
,6

2
2

5
2
,4

8
9

5
2
,9

1
5

5
0
,0

3
8

4
8
,5

6
5

4
5
,0

3
6

4
3
,3

3
2

4
0
,4

4
4

2
6
,4

1
0

2
3
,5

3
9

4
4
,6

2
2

5
2
,4

8
9

5
2
,9

1
5

5
0
,0

3
8

4
8
,5

6
5

4
5
,0

3
6

4
3
,3

3
2

4
0
,4

4
4

2
6
,4

1
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(2
)

1
3
2
,2

8
4

3
4
,9

8
5

3
5
,0

2
2

2
7
,4

6
1

2
5
,3

2
7

2
5
,3

6
5

2
5
,4

0
2

2
5
,4

4
0

2
5
,4

7
7

2
5
,5

1
5

(3
)

1
2
3
,5

7
9

3
7
,8

9
3

4
6
,8

0
2

4
3
,1

7
6

4
1
,4

8
8

4
0
,6

2
1

3
9
,7

4
6

3
9
,0

5
2

3
8
,3

9
2

3
7
,8

5
0

(C
)

2
9
1
,6

6
9

1
3
0
,0

4
9

1
4
7
,0

1
1

1
3
6
,3

9
9

1
2
9
,8

4
9

1
2
7
,5

4
7

1
2
3
,3

1
9

1
2
0
,9

5
9

1
1
7
,4

4
8

1
0
2
,9

1
0

１
．

2
5
4
,3

1
9

7
8
,7

9
4

8
8
,8

7
5

7
8
,8

2
8

7
6
,0

1
6

7
6
,0

9
8

7
6
,2

1
7

7
6
,2

9
9

7
6
,3

8
1

7
6
,4

6
2

(1
)

6
,0

3
2

6
,0

3
2

6
,0

3
2

6
,0

3
2

6
,0

3
2

6
,0

3
2

6
,0

3
2

6
,0

3
2

6
,0

3
2

6
,0

3
2

2
,7

5
4

2
,7

5
4

2
,7

5
4

2
,7

5
4

2
,7

5
4

2
,7

5
4

2
,7

5
4

2
,7

5
4

2
,7

5
4

2
,7

5
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
,2

7
8

3
,2

7
8

3
,2

7
8

3
,2

7
8

3
,2

7
8

3
,2

7
8

3
,2

7
8

3
,2

7
8

3
,2

7
8

3
,2

7
8

(2
)

1
8
,6

2
6

2
5
,0

9
1

3
5
,0

9
1

3
5
,0

9
1

3
5
,0

9
1

3
5
,0

9
1

3
5
,1

2
8

3
5
,1

2
8

3
5
,1

2
8

3
5
,1

2
8

3
,3

9
7

3
,4

3
4

3
,4

3
4

3
,4

3
4

3
,4

3
4

3
,4

3
4

3
,4

7
1

3
,4

7
1

3
,4

7
1

3
,4

7
1

4
,5

4
5

4
,5

4
5

4
,5

4
5

4
,5

4
5

4
,5

4
5

4
,5

4
5

4
,5

4
5

4
,5

4
5

4
,5

4
5

4
,5

4
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1
0
,6

8
4

1
7
,1

1
2

2
7
,1

1
2

2
7
,1

1
2

2
7
,1

1
2

2
7
,1

1
2

2
7
,1

1
2

2
7
,1

1
2

2
7
,1

1
2

2
7
,1

1
2

(3
)

2
2
9
,6

6
1

4
7
,6

7
1

4
7
,7

5
2

3
7
,7

0
5

3
4
,8

9
3

3
4
,9

7
5

3
5
,0

5
7

3
5
,1

3
9

3
5
,2

2
1

3
5
,3

0
2

２
．

1
0
,0

9
7

8
,7

1
2

7
,5

6
3

6
,3

4
6

5
,2

6
0

4
,2

7
1

3
,3

8
5

2
,5

6
8

1
,7

8
4

1
,1

1
7

(1
)

9
,0

9
7

8
,7

1
2

7
,5

6
3

6
,3

4
6

5
,2

6
0

4
,2

7
1

3
,3

8
5

2
,5

6
8

1
,7

8
4

1
,1

1
7

(2
)

1
,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
(D

)
2
6
4
,4

1
6

8
7
,5

0
6

9
6
,4

3
8

8
5
,1

7
4

8
1
,2

7
6

8
0
,3

6
9

7
9
,6

0
2

7
8
,8

6
7

7
8
,1

6
5

7
7
,5

7
9

(E
)

2
7
,2

5
3

4
2
,5

4
3

5
0
,5

7
3

5
1
,2

2
5

4
8
,5

7
3

4
7
,1

7
8

4
3
,7

1
7

4
2
,0

9
2

3
9
,2

8
3

2
5
,3

3
1

(F
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(G
)

2
7

2
7

2
7

2
7

2
7

2
7

2
7

2
7

2
7

2
7

(H
)

△
 2

7
△

 2
7

△
 2

7
△

 2
7

△
 2

7
△

 2
7

△
 2

7
△

 2
7

△
 2

7
△

 2
7

2
7
,2

2
6

4
2
,5

1
6

5
0
,5

4
6

5
1
,1

9
8

4
8
,5

4
6

4
7
,1

5
1

4
3
,6

9
0

4
2
,0

6
5

3
9
,2

5
6

2
5
,3

0
4

(I
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(J
)

1
6
,6

4
8

7
,1

3
2

9
,0

8
8

8
,8

8
8

8
,6

0
5

8
,4

6
3

8
,1

9
1

8
,0

3
4

7
,8

1
5

6
,9

2
1

1
,4

9
6

8
7
8

1
,0

3
1

1
,0

0
3

9
6
3

9
4
2

9
0
4

8
8
1

8
4
8

7
1
6

(K
)

6
4
,2

1
6

6
7
,4

6
6

6
6
,6

2
1

6
3
,1

2
1

6
1
,5

0
0

5
7
,9

0
7

5
5
,8

9
9

5
2
,9

2
1

3
8
,7

2
6

2
4
,1

6
2

5
4
,5

0
0

6
1
,5

9
0

5
9
,7

7
2

5
6
,4

5
7

5
5
,1

0
5

5
1
,6

5
5

4
9
,9

0
9

4
7
,0

8
7

3
3
,1

1
2

1
9
,4

4
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

9
,7

1
6

5
,8

7
6

6
,8

4
9

6
,6

6
4

6
,3

9
5

6
,2

5
2

5
,9

9
0

5
,8

3
4

5
,6

1
4

4
,7

2
1

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

5
,8

7
9

9
,7

1
6

5
,8

7
6

6
,8

4
9

6
,6

6
4

6
,3

9
5

6
,2

5
2

5
,9

9
0

5
,8

3
4

5
,6

1
4

(M
)

1
2
,2

6
7

1
2
,5

4
9

1
2
,6

9
8

1
2
,8

4
7

1
2
,9

9
6

1
2
,9

9
6

1
3
,1

3
5

1
3
,1

3
5

1
3
,1

3
5

1
3
,1

3
5

4
8

7
7

4
6

5
3

5
1

4
9

4
8

4
6

4
4

4
3

(N
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(O
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(P
)

1
2
,2

6
7

1
2
,5

4
9

1
2
,6

9
8

1
2
,8

4
7

1
2
,9

9
6

1
2
,9

9
6

1
3
,1

3
5

1
3
,1

3
5

1
3
,1

3
5

1
3
,1

3
5

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

動
力

費

長
期

前
受

金
戻

入

令
和

9
年

度
(2

0
2
7
年

度
)

令
和

1
0
年

度
(2

0
2
8
年

度
)

令
和

1
1
年

度
(2

0
2
9
年

度
)

そ
の

他
補

助
金

令
和

3
年

度
(2

0
2
1
年

度
)

令
和

4
年

度
(2

0
2
2
年

度
)

令
和

5
年

度
(2

0
2
3
年

度
)

令
和

6
年

度
(2

0
2
4
年

度
)

令
和

7
年

度
(2

0
2
5
年

度
)

営
業

収
益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

令
和

1
2
年

度
(2

0
3
0
年

度
)

そ
の

他
営

業
外

収
益

補
助

金
他

会
計

補
助

金

令
和

8
年

度
(2

0
2
6
年

度
)

特
別

損
失

修
繕

費
材

料
費

そ
の

他
減

価
償

却
費

等
営

業
外

費
用

支
払

利
息

そ
の

他
支

出
計

経
常

損
益

(C
)-

(D
)

特
別

利
益

収 益 的 収 支

収 益 的 収 入
そ

の
他

収
入

計

累
積

欠
損

金
比

率
（

×
1
0
0

）

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金
流

動
負

債
う

ち
建

設
改

良
費

分
う

ち
一

時
借

入
金

う
ち

未
払

金

0
0

0
0

0
0

様
式

第
2
号

（
法

適
用

企
業

・
収

益
的

収
支

）

投
資

・
財

政
計

画
（
収

支
計

画
）
（
農

業
集

落
排

水
事

業
）

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P
）
×

1
0
0
)

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

0
0

0
0
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（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

6
,2

0
0

1
,9

0
0

1
,9

0
0

1
,9

0
0

1
,9

0
0

1
,9

0
0

1
,9

0
0

1
,9

0
0

1
,9

0
0

1
,9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

２
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

3
3
2

3
3
2

3
3
3

3
3
3

3
3
4

3
3
4

2
9
0

1
2
4

6
7

0

５
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

６
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

７
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

８
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

９
．

2
9
4

2
9
4

2
9
4

2
9
4

2
9
4

2
9
4

2
9
4

2
9
4

2
9
4

2
9
4

(A
)

6
,8

2
6

2
,5

2
6

2
,5

2
7

2
,5

2
7

2
,5

2
8

2
,5

2
8

2
,4

8
4

2
,3

1
8

2
,2

6
1

2
,1

9
4

(B
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(C
)

6
,8

2
6

2
,5

2
6

2
,5

2
7

2
,5

2
7

2
,5

2
8

2
,5

2
8

2
,4

8
4

2
,3

1
8

2
,2

6
1

2
,1

9
4

１
．

6
,6

7
5

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

2
,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

２
．

5
3
,8

8
9

5
4
,5

0
0

6
1
,5

9
0

5
9
,7

7
2

5
6
,4

5
7

5
5
,1

0
5

5
1
,6

5
5

4
9
,9

0
9

4
7
,0

8
7

3
3
,1

1
2

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

５
．

1
,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

(D
)

6
1
,5

6
4

5
6
,5

0
0

6
3
,5

9
0

6
1
,7

7
2

5
8
,4

5
7

5
7
,1

0
5

5
3
,6

5
5

5
1
,9

0
9

4
9
,0

8
7

3
5
,1

1
2

(E
)

5
4
,7

3
8

5
3
,9

7
4

6
1
,0

6
3

5
9
,2

4
5

5
5
,9

2
9

5
4
,5

7
7

5
1
,1

7
1

4
9
,5

9
1

4
6
,8

2
6

3
2
,9

1
8

１
．

3
4
,4

1
7

1
2
,6

8
6

1
2
,7

3
0

1
0
,2

4
5

9
,5

6
6

9
,6

1
0

9
,6

5
5

9
,6

9
9

9
,7

4
3

9
,7

8
7

２
．

1
9
,7

7
1

4
1
,1

6
3

4
8
,2

0
8

4
8
,8

7
5

4
6
,2

3
8

4
4
,8

4
2

4
1
,3

8
7

3
9
,7

4
8

3
6
,9

3
4

2
2
,9

7
6

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

5
5
0

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
5

1
2
9

1
4
4

1
4
9

1
5
5

(F
)

5
4
,7

3
8

5
3
,9

7
4

6
1
,0

6
3

5
9
,2

4
5

5
5
,9

2
9

5
4
,5

7
7

5
1
,1

7
1

4
9
,5

9
1

4
6
,8

2
6

3
2
,9

1
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(G
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(H
)

5
1
8
,8

1
1

4
6
6
,2

1
1

4
0
6
,5

2
0

3
4
8
,6

4
9

2
9
4
,0

9
2

2
4
0
,8

8
7

1
9
1
,1

3
1

1
4
3
,1

2
3

9
7
,9

3
6

6
6
,7

2
4

○
他

会
計

繰
入

金
（
単

位
：
千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

7
7
,9

1
8

8
2
,5

1
5

9
9
,2

9
1

9
6
,0

9
1

9
1
,5

2
6

8
9
,1

8
6

8
4
,7

8
2

8
2
,3

8
4

7
8
,8

3
6

6
4
,2

6
0

5
4
,3

7
9

3
7
,8

9
3

4
6
,8

0
2

4
3
,1

7
6

4
1
,4

8
8

4
0
,6

2
1

3
9
,7

4
6

3
9
,0

5
2

3
8
,3

9
2

3
7
,8

5
0

2
3
,5

3
9

4
4
,6

2
2

5
2
,4

8
9

5
2
,9

1
5

5
0
,0

3
8

4
8
,5

6
5

4
5
,0

3
6

4
3
,3

3
2

4
0
,4

4
4

2
6
,4

1
0

3
3
2

3
3
2

3
3
3

3
3
3

3
3
4

3
3
4

2
9
0

1
2
4

6
7

0

3
3
2

3
3
2

3
3
3

3
3
3

3
3
4

3
3
4

2
9
0

1
2
4

6
7

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

7
8
,2

5
0

8
2
,8

4
7

9
9
,6

2
4

9
6
,4

2
4

9
1
,8

6
0

8
9
,5

2
0

8
5
,0

7
2

8
2
,5

0
8

7
8
,9

0
3

6
4
,2

6
0

様
式

第
2
号

（
法

適
用

企
業

・
資

本
的

収
支

）

計

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金
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事

負
担

金

令
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年

度
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)
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2
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度
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助
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（
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令
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本
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